
 

 

社会保障・税一体改革素案（平成２４年１月６日閣議報告）  

（抜粋） 

 

第２部 税制抜本改革 

第３章 各分野の基本的な方向性 

１．消費課税 

（２）消費税率の引上げを踏まえ検討すべき事項 

今回の改正に当たっては、社会保険診療は、諸外国において

も非課税であることや課税化した場合の患者の自己負担の問

題等を踏まえ、非課税の取扱いとする。その際、医療機関等の

行う高額の投資に係る消費税負担に関し、新たに一定の基準に

該当するものに対し区分して手当てを行うことを検討する。こ

れにより、医療機関等の仕入れに係る消費税については、診療

報酬など医療保険制度において手当てすることとする。また、

医療機関等の消費税負担について、厚生労働省において定期的

に検証する場を設けることとする。なお、医療に係る消費税の

課税のあり方については、引き続き検討をする。 
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